
平成２５年度入国者 看護師・介護福祉士の資格取得までの流れ 
 

看護師 
介護福祉士 

就労コース 就学コース 

日本語研修（訪日前６ヶ月間、訪日後６ヶ月間） 

看護･介護導入研修、就労ガイダンス 

介護施設で就労・研修 
（雇用契約に基づく） 

養成校で学習 
（２年程度） 

介護福祉士国家試験 
（４年目に１回） 
⇒ 合格･資格取得 

養成施設を卒業 
 ⇒ 資格取得 

在留期間は養成課程修了

まで（年１回更新） 

※平成２３年度以降、介護福祉士候補者の就学コースの受入れは実施されていない。 

※期間内に資格を取得しなかった者は、期間満了を以て帰国する。 

※国家資格の取得後は、看護師、介護福祉士として、引き続き滞在･就労が可能（更新あり、更新回数の制限なし）。 
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フィリピンの看護師 
＋３年の実務経験 

「４年制大学卒業＋フィリピン政
府による介護士の認定」又は

「フィリピンの看護学校卒業者」 

フィリピンの 
４年制大学卒業者 

在留期間は上限４年 

（年１回更新） 

在留期間は上限３年 

(年１回更新） 

病院で就労・研修 
（雇用契約に基づく） 

日本語研修 

看護師国家試験 
（３年間に３回） 
⇒ 合格･資格取得 

雇用契約締結、入学許可書署名のためのJICWELSによるあっせん 


